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■ 世界中で感染拡大している新型コロナウイルス感染症。特徴ある対策を実施している国や

駐在員事務所のある国・地域を中心に、各国の「今」をお伝えする、駐在員トピックス 

臨時版です。各事務所から情報が届き次第、随時発行します。 

 



        ソウル市梨泰院（イテウォン）のクラブ集団感染に対する政府対応 

韓国駐在員事務所長 小関 克也 

 

５月６日、新型コロナウィルス感染症の抑え込みに成功しつつあった韓国にて、新たに大

規模な集団感染（クラスター）が発生した。日本国内の報道は、集団感染の起きた韓国の混

乱や不安を取り上げるものが目立ったが、韓国政府や自治体の対応は迅速、かつ今後の日本

国内対応の参考となるものであるため、紹介する。 

 

１ 概要 

・ ５月６日に感染が判明した京畿道在住 29 歳男性の動線を確認したところ、５月２日に

ソウル市梨泰院（イテウォン）の遊興施設（クラブ）を利用していたことが判明した。

この感染者が多数のクラブを利用していたため、韓国政府や自治体は対応に追われた。 

・ 最終的に、約 82,000 名の関係者が PCR 検査を受診し、５月 26 日現在で、うち 255 名

が陽性と判明。遊興施設入場者からの７次感染まで判明している。 

 

２ 韓国政府、ソウル市等の対応策 

(1) 迅速な接触者の洗い出し 

・ 元々、コロナ対策でクラブに入場者名簿作成（連絡先把握）を義務付けていた。 

・ ソウル市龍山区庁は、４月 24 日から５月 7日までの間、計９か所のクラブ等遊興施設

を訪れた者を、入場者名簿のみならず、基地局の位置情報やカード使用履歴等により

12,034 名まで特定し、５月 15 日までに 9,899 人に電話や SMS（ショートメッセージ）

で外出自粛や PCR 検査受診を呼びかけた。 

・ この他にも連絡困難者や名簿にない者のため、国・自治体が SMS による一斉送信やイ

ンスタグラム等で PCR 検査や接触自制の呼びかけも実施。 

・ ソウル市長は「自発的な検査を望むが、同時に強制措置も並行するしかない」として、

11 日、罰金も課すことができる「即時検査履行命令」を下した。併せて、クラブへの

出入りを特定されたくない個人に配慮し、電話番号のみで受診を可能とするなど、匿

名性を確保した PCR 検査受診の機会を提供した。 

（2）速やかな PCR 検査と行動制限 

・ 上記の検査呼びかけに対し、保健所や「選別診療所」など全国約 600 か所で PCR 検査

の検体採取が可能で、81 か所の大型病院及び 14 か所の受託機関にて、速やかな分析

を実施（所要３～６時間）。この高い検査能力が迅速な感染者特定を可能としている。

検査結果判明後、すぐに SMS で本人へ連絡し、陰性者にも健康報告を求める。 

(3) 危険施設の閉鎖命令 

・ ソウル市は市内 2,000 か所以上のクラブ、風俗施設等の営業を禁止。命令に違反した

場合は、告発や感染者の治療費を請求することを発表。 

・ 入場者名簿に偽名等が多く見られたことから、匿名性を確保した状態で入場者を特定

できるよう、ＱＲコードを活用したシステムを構築、６月中旬の導入を準備している。 

 

韓  国 



（参考）実際にソウル市民に送付されたＳＭＳの緊急メッセージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(翻訳文) 

ソウル市 / コロナ 19 緊急公示 

4 月 24 日～5 月 6 日まで梨泰院一帯

のクラブなどの店舗訪問者は、直ち

に選別診療所(※PCR 検査の検体採取

所)を訪問し検査してください。 症

状の有無にかかわらず、2週間外出、

接触は自制していただきますようお

願いします。 匿名検査が可能であり

(電話番号のみ確認)、個人情報は徹

底的に保護されます。 

もし、該当期間に梨泰院のクラブに

通ったにも関わらず検査を受けなか

ったことが後で明らかになれば 200

万ウォンの罰金を賦課することがで

きます。 



          感染症対策と経済活性化の両立に向けた消費活動の促進及び観光に 

           係る段階的規制緩和草案の発表 

台湾駐在員事務所長 宮崎 悌三 

 

  新型コロナウイルスによる経済への深刻な影響から抜け出す段階にある台湾における

取組を紹介する。 
 

１  オンライン事業者による感染症対策と経済活性化の両立に向けた消費活動の促進 

(1) 概要 
オンライン事業者（オンラインでモノ・コト消費商品を販売する事業者）が感染

症対策に取り組んでいる百貨店、ホテルなどのサービス事業者をサイトで紹介する

とともに、その事業者の商品を割引販売して消費を呼び起こす。 

(2) 目的 

感染症対策の促進と消費活動を連動させることで経済活性化を図ると同時にサ

ービス業に従事する従業員の健康を守る。 
（3） 取組の詳細 

項 目 内 容 
事 業 主 体 オンライン事業者 

（PChome、PayEasy、ezTravel 易遊網、台湾 e-go、kkday 等） 

参加事業者 百貨店、ホテル、レストラン、観光施設等のサービス事業者 

参加条件 防疫 10 項目に取り組んでいること（下図参照。認証マーク発行） 

①～③ 従業員：マスク着用、検温・健康確認、手洗いの励行 

④・⑤ 顧客：入場前の検温、アルコール消毒実施 

⑥～⑩ 環境：ソーシャルディスタンス確保、消毒・清潔保持、 

紫外線・高温殺菌、公共空間の消毒、空調と通風換気 

 
＜例：台湾 PChome サイトでの新興三越百貨店の紹介＞ 

 

台  湾 



 

出典：17life 
https://www.17life.com/join/20200430/?utm_source=allstoreactive_allstoreactive_20200430againstc
ovid19&utm_medium=cpc&rsrc=allstoreactive_allstoreactive_202020430againstcovid19_topbn 
 
２  観光に係る段階的な規制緩和草案の発表 

台湾交通部（国土交通省に相当。以下、交通部という。）は、「防疫旅行」、「安心旅行」、

「海外旅行」の３段階に分けて、観光業の振興を図る計画を発表した。 
草案によると、「防疫旅行」（国内視察ツアー）の導入と一部公共交通機関の規制緩和

は５月 27 日から始め、７月末まで継続。「安心旅行」（国内旅行）と公共交通機関の一

層の規制緩和は８月 1日から 10 月 31 日までで、10 月 1 日から 12 月 31 日までにかけて

は「海外旅行」としてインバウンド主要国の出入国規制状況や直行便の運航状況に応じ

て訪台市場の復興を目指したいとしている。 
交通部は、中央感染病対策本部に具体的な内容を提出し、同意を得たうえで、各実施

日程を決定するが、実際は、今後のコロナ進行状況に合わせて調整される。 
 



交通部による規制緩和計画（案） 
項 目 時 期 内 容 
第一段階 

「防疫旅行」 
5/27 

～7/31 

・防疫旅行（国内視察ツアー）推進 
・交通機関規制の一部緩和 

（新幹線の立席チケット販売の再開、車内飲食の解禁等） 
第二段階 

「安心旅行」 
8/1 

～10/31 

・安心旅行 （国内旅行） 推進 
・公共交通機関に関する規制の全面緩和 

第三段階 
「海外旅行」 

10/1 

～12/31 

・海外旅行及び入出国規制（水際対策を含む。）の緩和（徐々に）

・航空便の乗り継ぎ及び入国後の公共交通手段等の制限解除 
・クルーズの停泊を緩和 
・中国との直行便（空路・海路）及び小三通（※）の再開 

出典：交通部 https://www.motc.gov.tw/ch/home.jsp 
※ 中国福建省の対岸にある島嶼（金門県等）と中国本土とを直接往来すること。 

 

 

 

 


